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木造住宅の耐震診断や耐震改修工事
などの費用の一部を補助します
　市では、地震に対する住宅の耐震性の向上
を図るために、木造住宅の耐震診断や耐震改
修工事などにかかる費用の一部の補助を行っ
ています。また、マンションの耐震診断につ
いても補助を行っています。各補助制度の概
要は右の項目をご確認ください。

無料耐震診断・建築相談会
　（一社）千葉県建築士会八千代支部の協力
で、耐震診断・建築相談会を開催しています。
今住んでいる木造住宅が、どのくらい地震に
強いのか、図面を基に診断します。地震に弱
いと診断された建物には、どのような補強が
必要かなどアドバイスもします。建築相談会
では、耐震以外でも住宅全般に関して、困っ
ていることがあれば、建築士がお応えします。
●住宅の経年劣化の状況が気になっている
● 修繕や改修に当たり、どのような方法が考
えられるか
● 工事の見積もりをとったが、第三者の立場
で意見が欲しいなど
■住宅耐震診断・建築相談会（要予約）
　住宅耐震診断・建築相談会を予約する際は、
申込書の提出が必要になります。申込書は、
市ホームページ、建築指導課窓口や各支所・
連絡所にありま
す。右のコード
からも予約手続
きできます。

日　程 場　所 内　容
６月14日㈫

教育委員会 耐震診断
７月12日㈫
８月９日㈫ 市役所 建築相談会
10月13日㈭ 教育委員会

耐震診断11月15日㈫ 市役所
５年１月26日㈭ 教育委員会
２月16日㈭ 市役所 建築相談会

※新型コロナの影響で中止等になる場合があります

大地震への備えに必要な費用を補助します
契約後に補助金を申請することはできません。契約する前に必ず建築指導課 421-6774へお問い合わせください

木造耐震診断は最大６万円を補助します

対　象
補　助
申請期間

昭和56年５月31日以前に着工された２階建て以下の住宅・併用住宅

耐震診断に要する費用の３分の２。１件につき６万円まで

５月16日㈪～12月23日㈮

■木造住宅耐震診断費補助

木造耐震改修は最大100万円を補助します

対　象

補　助
申請期間

・昭和56年５月31日以前に着工された２階建て以下の住宅・併用住宅
・耐震診断の結果、耐震補強が必要とされる住宅
耐震改修に要する工事費用の５分の４。１件につき100万円まで

５月16日㈪～10月31日㈪

■木造住宅耐震改修費補助

耐震改修と同時のリフォームは最大30万円を補助します

対　象

補　助

申請期間

・昭和56年５月31日以前に着工された２階建て以下の住宅・併用住宅
・耐震診断の結果、耐震補強が必要とされる住宅
耐震改修と併せて行うリフォームに要する費用の３分の１。１件につき30万円まで

５月16日㈪～ 10月31日㈪

■木造住宅リフォーム費補助

▲耐震診断 ▲建築相談会

マンションの耐震診断を補助します

対　象

補　助

抽選受付

以下の全てに該当するマンション
・昭和56年５月31日以前に着工されたもの
・地上階数が３以上であり、延べ床面積が1,000㎡以上
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造である分譲マンション
▶予備診断　耐震診断に要する費用の３分の２。１件につき３万4,000円まで
▶ 本診断　耐震診断に要する費用の３分の２。１件につき上限４万円／戸、または120
万円のいずれか低い額
５月16日㈪～６月30日㈭※申請が無い場合は、10月31日㈪まで申請を先着順で受付け
ます。11月１日㈫以降は受け付けることはできません

■マンション耐震診断費補助

ブロック塀の撤去は最大10万円を補助します

対　象

補　助

申請期間

道路に面している塀、または避難地に隣接する塀（避難地境界に接する部分に限る）で、
事前相談による市の調査の結果、補助対象と判断されたもの
撤去工事にかかる費用の３分の２または撤去する面積に、１㎡当たり6,000円を乗じた
額のうち少ない額。10万円まで
５月16日㈪～ 12月23日㈮

■危険コンクリートブロック塀等撤去費補助
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